
育児休業等に関わる法律が相次いで国会
で成立しました。 1つは「子ども・子育て
支援法等改正案」に盛り込まれた育児休業
給付金の給付率引き上げの雇用保険法の改
正。もう 1つは子育てと仕事の両立を支援
する改正育児・介護休業法です。育児休業
に関しては、男性の育児休業取得を促すた
め、改正育児・介
護休業法が2022年
10月 1 日に施行さ
れ、出生後 8週間
以内に最大 4週間の利用が可能な「産後パ
パ育休」制度が創設されました。
それに伴い今回の改正では、子の出生直
後の一定期間以内（男性は子の出生後 8週
間以内、女性は産後休業後 8週間以内）に、
被保険者とその配偶者の両方が14日以上の
育児休業を取得する場合に最大28日間、休
業開始前賃金の13％相当額を給付し、育児
休業給付とあわせて給付率が80％（手取り
で10割相当）へと引き上げられます。また、
被保険者が 2歳未満の子を養育するために
時短勤務をしている場合、育児時短就業給
付を創設し、給付率は時短勤務中に支払わ
れた賃金額の10％を支給します。両制度の

施行日は2025年 4 月です。
改正育児・介護休業法は、子が 3歳にな
るまでの両立支援の拡充策として、テレ
ワークの活用促進を事業主の努力義務とし
ます。また、子が 3歳以降小学校就学前ま
での両立支援の拡充策は、 3歳以降小学校
就学前までの子を育てる労働者は、権利と
して残業免除を請求できることになりま
す。さらに新たな支援策として「柔軟な働
き方を実現するための措置」を事業主の義

務とし、事業主
が、①始業時刻等
の変更、②テレ
ワーク等、③短時

間勤務制度、④保育施設の設置運営やベ
ビーシッターの費用補助等、⑤新たな休暇
の付与―の 5項目から 2項目以上を事業主
が選択し、その中から労働者が 1つ選べる
ことにしています。
そのほか子の看護休暇など諸制度も見直
されます。施行日は一部を除いて2025年 4
月 1 日ですが、今
から準備に着手す
ることが必要で
す。

2024

育児休業給付拡充・改正育児介護休業法が成立
25年4月施行に向け準備を
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戦力化と生産性向上を目指して

2

高齢人材の活用においては加齢による認知
機能の低下など心身の変化に応じた能力・ス
キル開発が重要な課題となっています。コー
ルセンター業務を手がけるT社はこれまで若
年層が主体でした。しかし、地域によって人
手不足が顕在化し、高齢者人材の活用を決
断。2017年からエルダーと呼ぶ50歳以上の人
材の採用を札幌地区でスタート。対象は50歳
代から70歳代の主婦層や定年退職後のセカン
ドキャリアとして仕事をしたいシニア層です。
2019年にはエルダーのスタッフは約1,800
人に増加しています。採用と定着を支えてい
るのが同社独自の研修です。
コールセンターの仕事は顧客からの問い合
わせに対応する受信業務と営業等の電話をか
ける発信業務の 2つに分かれます。研修はプ
レ研修と配属後の業務研修があり、通常のプ
レ研修は3.5時間ですが、エルダーは 3日間
をかけて実施します。また 1回の研修参加者
は通常は約50人ですが、約10人と少ないのが
特徴です。研修では同じ内容を繰り返し学
び、理解度に応じて進めます。
3日間の初日は会社の理念や概要の説明に

続いて「マインドセット」を行います。エル
ダーの中には過去の経験・知見が異なる人も
多く、組織の中で働いたことがない主婦もい
れば、管理職の経験が長い人もいます。また、
指導役の管理者は若い人が多く、仕事は年齢

や経験を問わずチームとして成果を出してい
く仕事であり、管理者と目標を共有し、チー
ムの一員として仕事をすることの重要性を理
解してもらうのが目的です。
受入先のセンターで実施される業務研修は
高齢者の特性に応じた様々な工夫をしていま
す。研修テキストの文字を通常のスタッフ向
けより大きく表示し、さらに図やイラストを
できるだけ多用し、理解しやすくしていま
す。エルダーについて同社の担当者は「プレ
研修については『丁寧に教えてもらった経験
がないので非常にありがたい』という声があ
る。学ぶことに前向きな人が多く、研修資料
を家に持ち帰って勉強したいという熱心なひ
ともいる」と言います。
実際に研修の成果も上がっています。受
信・発信業務ともに 1カ月目のスキル修得状
況は通常の人よりも若干落ちるものの、 2カ
月目以降は他の人と遜色のない感じで伸びて
いくそうです。「とくに発信業務は若い人よ
りもスキルの上達が早い人が多く、やはり人
生経験が豊富なのでコミュニケーション能力
に優れている。トップレベル成績を出してい
る人も多くいる」と言います。
また定着率も若年層に比べて 3倍程度高い
そうです。高齢者には難しいとされる業務で
も、方法次第では生産性向上も可能となる好
事例です。

人手不足解消の方策の1つとして高齢者雇用が注目されてい
ます。企業の中には、シニアの中途人材を積極的に採用し、戦
力化しているところもあります。今回は高齢者の特性を考慮し
た独自の育成・研修プログラムを開発し、シニア人材の戦力化
に取り組んでいる、コールセンター業務を手がけるＴ社の事例
を紹介します。

コールセンターでシニアを戦力化
高齢者の特性に応じた研修を工夫

高齢者雇用に
どう向き合うか 

戦力化と
生産性向上を目指して
第７回　
独自の研修でシニアの定着と
生産性向上を実現
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他の職種への配置転換が想定されていない
解雇回避努力や組合との協議も実施
会社都合の解雇については、整理解雇の4
要件（4要素）に基づいて解雇の有効性が検
討されます。本件は、学校法人との間で無期
労働契約を締結し、学校法人が設置していた
法科大学院に就労していた大学教員が、令和
4年3月に法人が法科大学院を廃止した後の
同年11月に解雇されました。原告の大学教員
は法人に対し、解雇は無効である旨を主張
し、労働契約上の権利を有する地位にあるこ
との確認を求めて提訴しました。
学校法人は解雇の約4年5カ月前の平成30
年6月には法科大学院の学生募集を停止する
旨の発表を行い、解雇の8カ月前に法科大学
院を廃止しています。また、教員は法科大学
院では弁護士としての長年の職務経験を活か
し、法律実務の教育に従事することを期待さ
れて雇用された実務家教員であり、弁護士業
務との兼任も認められていました。裁判所
は「学術的見地から法科大学院での教育、研
究に従事することを期待されて雇用され、本
件教員が法科大学院の実務家教員以外の職種
に配置転換されることは想定されていなかっ
た」と述べています。その上で「法科大学院
の廃止に伴い法科大学院に配置されていた原

告を含む実務家教員の雇用をすべて終了させ
ることとした被告の判断は相応の合理性を有
しており、当該判断に基づく実務家教員の人
員削減の必要性およびその対象として原告を
選定したことの妥当性は認められる」として
います。
また、学校法人が原告の意向に沿って雇用
維持の方策を模索し、法学部における担当科
目の確保を2度にわたり試みたものの、法学
部から断られ、その方策を実現できなかった
こと。それを踏まえて本件教員と繰り返し協
議を行い、解雇の約5カ月前に契約解除金の
支払い等による一定の経済的補償を加算した
条件での合意退職を提案し、教員組合とも協
議していました。さらに解雇を予告した後、
教員からの請求に応じて人事公正委員会での
審議も経たうえで、本件解雇を行っています。
こうしたことを踏まえ、裁判所は、教員が
実務家教員以外の職種への配置転換を想定さ
れていなかったことも踏まえ「自らの法律事
務所で弁護士業を営むことも含め、本件法人
以外での稼働が比較的容易なベテランの弁護
士であることも併せ考慮すると、本件解雇に
先立ち、本件法人は十分な解雇回避努力ない
し解雇に伴う不利益軽減措置をしており、本
件解雇に至るまでの手続きも相当であった」
と解雇の有効性を認めました。

大学院廃止に伴う大学教員の解雇は有効大学院廃止に伴う大学教員の解雇は有効
本件は、学校法人と無期労働契約を締結

していた大学院の教員が大学院の廃止によ

り解雇されたことに対し、解雇は無効であ

るとし、労働契約上の地位確認を求めて提

訴した事案です。福岡地裁は人員削減の必

要性および対象として原告を選定したこと

の妥当性を認め、また解雇回避努力も履行

し、本件解雇に至るのでの手続きも相当で

あったと評価し、原告の請求を棄却しまし

た。 Ｓ 法 人 事 件
福 岡 地 方 裁 判 所

（令6・1・19判決）
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データバンク

中小企業の賃上げに大きな影響を及ぼす価
格転嫁の動向が注目されています。本調査結
果によると、発注側企業との「価格協議の動
向」について、「協議を申し込み、話し合い
に応じてもらえた」企業は66.0％。「コスト
上昇分の反映の協議を申し込まれた」企業が
7.7％で、「協議ができている」企
業は計73.7％となりました。2023
年10月調査から0.7ポイント減少
しているものの、依然 7 割と高水
準を維持しています（図表1）。

業種別にみると、製造業と卸売
業は約 8 割と高水準ですが、小売
業とサービス業は 6 割台にとどま
ります。従業員規模別では、100
人以上が82.3％と高いのに対し、
10人未満では58.9％と 6 割を下
回っています。

続いて、コスト増加分の「価格
転嫁の動向」をみると、10割転嫁
できている企業は4.6％、 7 割～
9 割 程 度 が21.9 ％、 4 割 ～ 6 割
程度が24.5％。「 4 割以上の価格
転嫁」が実施できた企業は50.9％
となっており、2023年10月調査
から4.4ポイント減少しています。
一方、価格転嫁がゼロの企業が12.2％、 1 割
～ 3 割程度の企業が34.8％もいます。業種別
にみると、卸売業は「 4 割以上の価格転嫁」
が実施できた企業が約 7 割であるのに対し、
サービス業は 3 割弱にとどまっています。

従業員規模別では、100人以上の企業で

「 4 割以上の価格転嫁」が実施できた企業
54.4％、10人未満では44.0％と平均を下回っ
ています（図表2）。中小企業からは「元請
けや一次下請けではエネルギーコストや労務
費の価格転嫁が進んでいるが、二次下請け以
降では、そういった話は出てこない。価格転

嫁分の原価計算など、社外秘情報
の開示を求められ、交渉が難航す
る」（美濃加茂／タイヤ・チュー
ブ製造業）といった声が挙がって
います。

コスト増加分の中で政府が注力
しているのが「労務費」の価格転
嫁です。労務費増加分の価格転
嫁については、 0 割が25.6％、 1
割～ 3 割程度が35.6％です。「 4
割以上の転嫁」ができた企業は
33.9％にとどまり、低水準で推移
しています。業種別では、建設
業は「 4 割以上の転嫁」ができ
た企業は49.6％と 5 割に近いです
が、小売業、サービス業は 3 割を
切っています。従業員規模別で
は、100人以上の企業で「 4 割以
上の価格転嫁」が実施できた企業
は36.3％、10人未満では27.4％と

なっています（図表3）。
一方、中小企業の中には「今までは、原材

料、エネルギー価格等のコスト増加分に対す
る価格転嫁の交渉を行ってきたが、今年度は
労務費の転嫁に向けた交渉を行う」という前
向きの声もあります。 

日本商工会議所は4月30日、「商工会議
所LOBO（早期景気観測）」4月調査結果を
発表しました。トピックスの「コスト増加分
の価格転嫁の動向」調査によると、「価格
協議が実施できた」企業は73.7％。高水

準で推移している一方、コスト増加分の「4
割以上の価格転嫁」が実施できた企業は
50.9％となり、前回調査から4.4ポイント
減少しています。

「コスト増加分の価格転嫁動向」調査

「
4
割
以
上
価
格
転
嫁
」
は
50
・
9
％

労
務
費
の
転
嫁
企
業
は
33
・
9
％
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データバンク

図表１ 価格協議の動向
全体／過去調査との比較※１ 協議実施企業の割合

（業種別／従業員規模別）その他
7.4％

維持や減額協議を
申し込まれた

2.8%

協議を申し込み、
話し合いに応じて
もらえた
66.0%

協議できて
いない※2
16.0%

コスト上昇分の
反映の協議を
申し込まれた
7.7%

協議
できている

73.7%
（-0.7pt）65.4%9.0%

15.0%

※1 外円：2024年４月、内円：2023年10月　
※2  「①取引価格の維持や減額について一方的な通知があった」、「②協議を申し込んだが、話し合いに応じてもらえなかった」、  

「③発注量の減少や取引を断られること等を考慮し発注側企業に協議を申し込まなかった」の合計

【うちBtoBの割合】
小売業：55.8%
サービス業：72.3%

建設業 製造業 製造業 小売業 サービス業

74.9% 82.8% 79.5% 64.8% 62.4%

100人以上 50人以上
100人未満

10人以上
50人未満 10人未満

82.3% 84.7% 79.6% 58.9%

全体 73.7%

全体／過去調査との比較※3 4割以上の価格転嫁が実施できた企業の割合
（業種別／従業員規模別）

図表２ 価格転嫁の動向（コスト全体）

5.1%

25.2%

25.0%

※3 外円：2024年４月、中円：2023年10月　※4 コストが増加しているにもかかわらず、減額された

建設業 製造業 製造業 小売業 サービス業

56.4% 54.7% 68.7% 51.2% 35.9%

100人以上 50人以上
100人未満

10人以上
50人未満 10人未満

54.4% 60.6% 56.2% 44.0%

全体 50.9%

４割以上の
価格転嫁

50.9%
（-4.4pt）

10割
4.6%
7割～ 9割程度
21.9%

4割～ 6割程度
24.5%

1割～ 3割程度
34.8％

0割
12.2%

マイナス※４

0.8%

コストが増加していない 1.2%

全体／過去調査との比較※5 4割以上の価格転嫁が実施できた企業の割合
（業種別／従業員規模別）

図表３ 価格転嫁の動向（労務費）

3.3%

12.9%

18.5%

26.7%

※5 外円：2024年４月、中円：2023年10月　※6 コストが増加しているにもかかわらず、減額された

建設業 製造業 製造業 小売業 サービス業

49.6% 33.5% 40.3% 29.2% 25.1%

100人以上 50人以上
100人未満

10人以上
50人未満 10人未満

36.3% 43.6% 37.0% 27.4%

全体 33.9%

1割～ 3割程度
35.6%

コストが増加していない 4.1%

４割以上の
価格転嫁

33.9%
（-0.8pt）

10割
3.0%

7割～ 9割程度
12.7%

4割～ 6割程度
18.3%

0割
25.6%

マイナス※6

0.7%
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休業手当は平均賃金の 6 割を支給

厚生労働省の副業・兼業ガイドライ
ンによると、『自社での業務に支障をも

たらす事情がない場合は、原則、副業等を認
めることが適当』と、副業・兼業を推奨して
います。
ただし、会社から休業手当等が支払われ、
他社で賃金を得ることができれば二重に所得
を得る形になります。民法536条 2項では、「自
己の債務を免れたことによって利益を得たと
きは、債権者に償還しなければならない」と
規定しています。債権者（使用者）が労務を
受領しなかった時間を使って、債務者（労働
者）が就労し、収入を得れば、利益を償還
すべきか否かが問題となります。労基法コン

メンタールでは、不就業期間中における他社
での就労について、判例を 2つ挙げています
（最二小判昭37・ 7・20、最一小判昭62・ 4・
2）。
いずれも、解雇された労働者が、処分無効

を争った期間中に得た賃金が論点となりまし
た。裁判所は、債務を免れた利益としてこれ
を償還すべきだが、平均賃金の 6割までの部
分については償還の対象とすることは許され
ないと解しました（菅野和夫「労働法」）。 6
割を対象外とするのは、「解雇期間中につい
て平均賃金の 6割以上の休業手当を保障され
ている」ためです。
厚労省は、Ｑ＆Ａ（令 6・ 2・ 2）で「災

害により、事業場の施設・設備は直接的な被
害を受けていませんが、取引先が被害を受け、
原材料の仕入、製品の納入等が不可能となり、
休業させる場合、『使用者の責に帰すべき事
由』による休業に当たるか」との質問に、「災
害により、事業場の施設・設備は直接的な被
害を受けていない場合には、原則として使用
者の責に帰すべき事由による休業に該当す
る」としています。
労基法第26条は「使用者の責に帰すべき事

由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の
百分の六十以上の手当を支払わなければなら
ない」と規定しています。仮にあなたの会社
が、労基法26条に基づいて休業手当を支払う
形で処理したとします。この場合、あらかじ
め「 6割までの部分」の賃金しか支払われて
いないので、従業員に償還を求めるべき部分
が存在しません。
なお、前掲昭37判決の控訴審（福岡高判昭
35・ 2・18）では「被解雇者が自己及び家族
の生活維持のため、副業の程度においてなし
た労働による収入は、自己の債務を免れたこ
とにより得た利益とはいわない」としていま
す。

地震で休業中に従業員が

アルバイトをした場合の

対応をどうするか

労働基準法労働基準法

ＡＡ

地震によって仕入れ先や納品先

が損害を受けました。そのため業

務量の落ち込みや休業の実施が見込まれ

ています。従業員の中には会社の休業日

に副業・兼業をする者も出てくる可能性

があります。その場合、他の会社で収入

を得ているときでも、会社は不問に付す

べきなのか、あるいはどのように対応す

べきでしょうか。

QQ
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本人の同意が必要
パート・有期雇用労働者を雇い入れ

た際の労働条件の明示事項は、労基法
15条に基づくものとパート・有期雇用労働法
6条に基づくものの 2つがあります。「所定
労働日以外の労働の有無」は、パート法 6条
2項により、明示するよう努めるべき事項と

なっています（平31・ 1・30雇均発0130第 1
号）。
指針（平19・10・ 1 厚生労働省告示326号、
改正平30・12・28厚生労働省告示429号）では、
できるだけ所定労働日以外の日に労働させな
いよう努めることとしています。厚労省のモ
デル労働条件通知書（令 5・10・12基発1012
第 2 号）では、一般労働者用には休日労働の
有無の欄はありませんが、短時間労働者用等
には欄があります。
就業規則ですが、正社員に対しては、不測

の事態を考慮して、時間外・休日出勤等を想
定して作成するのが一般的です。一方で、厚
労省が示すパートタイム・有期雇用労働者就
業規則の規定例（令 5・ 6「パートタイム・
有期雇用労働法のあらまし」）では、「休日に
労働させない」などと規定しています。
正社員就業規則を踏襲したパートタイム就

業規則に休日出勤の根拠規定が存在するとい
う場合、明示した労働条件との関係について
は、労働契約法12条で、「就業規則で定める
基準に達しない労働契約は無効、就業規則で
定める基準による」と規定しています。しか
し、これはあくまで就業規則が労働契約を上
回る場合の処理基準です。就業規則でどの
ような定め方をしていても、これより有利な
個別の労働契約があればその方が優先します
（労契法 7条）。労働契約で所定労働日以外の
出勤について記載がないなら、休日出勤を命
じるためには、本人の同意が必要になります。

パート・アルバイトに
休日出勤を命じること
ができるか

労働基準法労働基準法

ＡＡ

パート・アルバイトの雇用契
約書を見ると、休日労働をさせ

るかどうかについてはとくに書かれて
いませんでした。適用される就業規則
は、正社員用をモデルとした関係で、就
業規則には「業務上の都合により休日に
出勤させることがある」と、記載してい
ます。これを根拠にパート・アルバイ
トに対し出勤を命じることができるで
しょうか。

QQ

▽ 1 ｏ ｎ 1

▽

1 ｏｎ 1 ミーティングは、
定期的に部下と上司が 1 対 1
で行う面談（対話）のことで

す。目標設定と評価を行う「目
標設定面談」や「中間面談」、
「評価面談」などとは区別して
実施します。1ｏｎ 1ミーティ
ングが注目されている背景に
は、①変化のスピードが早く
正解のないビジネス環境の変
化、②働き方や働くことに対
する価値観の変化――が指摘

されています。とくに②につ
いては、仕事と同様にプライ
ベートを重視する人が増え、
仕事に対する価値観が多様に
なっています。目の前の仕事
の納得感を抱いてもらうため
にも、モチベーションを高め
る 1 対 1 の対話の必要性が増
しています。
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とぴっくす

職種限定契約の配転は労働者の同意が必要   職種限定契約の配転は労働者の同意が必要   
  最高裁が二審判決を棄却  最高裁が二審判決を棄却

職種限定に関する合意があった場合における
配置転換命令の違法性が争点となった裁判で、
最高裁判所第二小法廷（草野耕一裁判長）は 4
月26日、違法と認定しなかった二審判決を破棄
し、審理を大阪高裁に差し戻しました。

裁判は社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会で
働く労働者が起こしたもので、職種限定に関す
る合意があるなかでの配置転換命令が債務不履
行または不法行為に当たるとして、110万円の損
害賠償を求めていました。同法人は平成31年 3
月25日、同年 4 月 1 日付で労働者を福祉用具セ
ンターの技術職から総務課の施設管理担当へ配
置転換する命令を出しました。労働者は加入す
る労働組合の団体交渉を通じて命令撤回などを
求めましたが、同法人はセンターに特化して採
用しておらず、配転は総合的な観点から判断し
たもので違法性はないとして、取下げを拒んで
いました。

一審の京都地方裁判所と二審の同高裁は黙
示の職種限定合意を認めつつ、配転命令は違法
無効とはいえないと判断。福祉用具の改造・製
作は平成25年頃から受託件数が激減し、担当職
員も労働者 1 人となっていたとし、配転を命じ
た時点で同法人は業務廃止を決定していたと指
摘。配転は解雇を回避する目的で行われており、
業務上の必要もあり、他の不当な目的があった
ともいい難いと判断しました。

しかし、最高裁は配転の違法性を認めなかっ
た二審判決を破棄。職種限定の合意があるな
かでは、労働者の同意を得ずに職種変更を伴う
配転を命じる権限を使用者はそもそも有してい
ないと指摘しています。権限があることを前提
とした二審判決には明らかな法令違反があると
し、配転命令が債務不履行または不法行為に当
たるかどうかの審理をさらに尽くす必要がある
と強調しています。

 

39.1％の企業が60歳定年の延長を検討   39.1％の企業が60歳定年の延長を検討   
   ―三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング調査―三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング調査

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングは、
4 月12日、「企業人事部門のトピックスに関す
るアンケート調査」（2023年度）を公表しま
した。245社から回答を得たもので、企業の
定年年齢については「定年が65歳」と回答し
た企業は15.5％と、昨年比2.1ポイント増加し
ました。2018年と比べると11.8ポイント増で、
65歳定年企業が着実に増加しています。

一方、60歳定年の企業の割合は78.8％。依
然として多いものの昨年に比べて1.8ポイン
ト、2018年に比べて11.6ポイントも減少して
います。　

今後の定年延長の検討状況については、「過
去に定年延長実施済みであり、今のところ更
なる延長の予定はない。または、定年廃止を

実施済み」と回答した企業の割合は11.4％。
そして今後については、「65歳まで定年延長
を検討」と回答した企業の割合は17.1％、「定
年延長を検討中だが、定年年齢は未定」と回
答した企業は20.0％。計39.1％と、約 4 割の企
業が定年延長を検討していることがわかりま
した。

一方、「定年延長または定年廃止を実施し
ておらず、今のところ実施の予定はない」と
回答した企業も49.4％に上っています。人手
不足下で自社のシニア人材の活用が叫ばれて
いますが、企業は「定年延長」と「現状維持」
の二極化の様相を呈しています。
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